
東京都⼋王⼦で不動産業を営む傍ら、全国
の税理⼠・建設業者・地主さん等と幅広く
交流し、様々なノウハウを構築した。業者に
偏らない柔軟かつトータルな視点で、相続
対策など数多くのコンサルティング実績を
残す。
首都圏をはじめ全国的に年間100回以上の
地主さん向けの「資産形成セミナー」
「個別相談」を⾏い、その幅広い視点での
アドバイスには定評がある。

松葉 ⺠樹 氏
国土交通大臣公認
不動産コンサルティングマスター

■資格ほか／公認 不動産コンサルティングマスター(5)
第15389号リスクマネージャー(CRM)・宅地建物
取引主任者・2級建築施⼯管理技⼠

最近、『⺠事信託』『家族信託』という⾔葉をよく⽿にされる
のではないでしょうか。遺⾔書や成年後⾒制度などの従来の制度が、
昨今の相続の複雑な問題に対応しきれない時代になってきました。
平成19年9月30⽇に新たな信託法が施⾏され、「営利を目的にしな
い」＝「運用益を期待しない」信託の仕組みを作ることが容易に
なりました。それが『⺠事信託』です。
今回の勉強会では、家族間での⺠事信託を活用し、相続対策を考慮

した古いアパートの建替え事をご紹介いたします。上記リスト項目に
一つでもあてはまる方は、ぜひご参加いただき、今後の参考に
していただけましたら幸いです。
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ウインクあいち
1203号室

80名

・⺠事信託・家族信託ってどういう仕組み
かわからない

・遺⾔書の作成を検討している

・親や自分に万が一の場合、
資産の管理をどうすればよいか不安がある

・共有名義人同⼠で争いにならないか心配だ

・二次相続まで視野にいれて財産のことを
考えたい

・事業承継対策を講じておきたい



【講師】

不動産コンサルティングマスター

松葉 民樹 氏

■ご氏名（ふりがな）

■お電話番号

■ご住所

■ご紹介者■参加人数

お申込みはお早めに!! 【2017年10月28日分 セミナー参加申込書】 ご記入後そのままFAXでお送りください

■FAX番号

お申込みは今すぐ！電話かFAXでお申込み下さい。

TEL 0120-53-8035 FAX 0532-54-4320

第60回 平成29年12月16日(土)
賃貸経営分析

1年の振り返り

平成29年11月17日(金)13～17時

18日(土)  9～17時

お一人様80分

事前お申込での予約制のため、ご希
望の方はお早めにお申込み下さい。

※定期勉強会の会場は、ウインクあいち
【所在地：名古屋市中村区名駅4丁目4－38】を予定しております。

※個別相談会の会場は、花田工務店名古屋支店
【所在地：名古屋市熱田区三本松町8－13】を予定しております。

内容は変更になる場合があります
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